
議案第４ ２そ

ひた ちな か市 工場 をｊき法 第４ 条の ２第 １項 の規 定に 基づ く準則を定

める 条例制定について

ひた ちな か市 工場 を加 法第 ４条 の２ 第１ 項の 規定 に基 づく 準則 を定 める 条例 をｉｊ

紙の とお り制 定す る。

令和 ４年　 ３ｙｘ　 ２日　 提出

令和　 年　　 Ｊｊ 日 議決

ひた ちな か市長　 大　谷
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明



ひた ちな か市 条例 第　　号

ひた ちな か市 工場 立ま 法第 ４条 の２ 第１ 項の 規定 に基 づく 準則 を定

める 条例
ミ

（趣 回）

第１ 条　 この条例 は， 工場 ｊｚｌ　Ｊき 法（昭和 ３４ 年法律第 ２４ 号。 八下 「法 」と いう 。）

第４ 条の ２第 １項 の規定に基づ き， 法第 ４条第１ 項の規定 によ りぬ表さ れた準則

に代 えて 適ＨＩす べき 準只｜」 を定 める もの とす る。

（定 義）

第２ 条　 この 条例 にお いて 使万］す る篦語は ，法 にお いて 使鳬する 用語 の例 によ る。

（［萢域 並び に緑 地八 び環 境施 鼈の 私積 の敷 ｔ面 積に 対す る割 合の 基準］

第３ 条　 この条例 を適 ＨＩ する ［Ｋ 域‾反び肖該 【‾を域の範囲並びに 肖該区域にお ける 緑ｊセ

のＥｉ積の敷ｔＳ積に対す る割合（罧下 「緑ｔ亙積率」と いう 。） 八び環境施鼈の

私積 の敷 麑を積に 対す る割 合（ ぶ下 「環 境施 敷瓦積率 」と いう 。） の基 準は ，Ｓ」

表の とお りと する。

（ほ 地が 他の 施数 と重 複す る場 合の 緑地 亙積 率の 算定 方法）

第４ 条　 工場 立地 法施 行規 ｍ（ ［ｌｇ和 ４９ 年大 蔵省 ，厚 生省 ，農 林省 ，瓏 商産 業省，

運輸 省令 第１ そ］ 第４ 条に 規定 する 緑地 ｀畆夕卜 の環 境施数罧夕｜ヽの 施鼈又は 回条 第１

号卜 に掲 げる 施鼈 と重 複す る土 Ｊセ 八び 回令 第３ 条に 規定 する 建築 物量 上等 緑化施

設に つい ては ，敷 地ｉｉ積 に緑 ｔ・ 積率 を乗 じて 得た 面積 の１ ００ 分の ５０ の割合

を超 えて 緑ｔ ｉｉ 積率 の算 定に ＪＩ いる 緑丿七の 面積 に算 入す るこ とが でき ない。

（敷 丿七 が２ 八上 の区域に わた る場合の 適篦）

第５ 条　 特定 工場 の敷 地が 別表 に規 定す る［‾瓦域八 びこ れら の区 域勁，外 の［萢域 のう ち，

２八 上の ［Ｋ 域に わた る場合に おけ る回 表の 規定 の適 篦に つい ては ，售 該特 定工場

の敷地の それ ぞれ の［ｇ： 域に 存す る部 分の 亙積 の敷 Ｊｔ 面積 に対する 割合 （ぶ 下［敷

地割 合］ とい う。 ）に つき ，回 表に 規定 する 区域 の敷 ｊ七 割合 が最 も高 いと きは肖

該敷 地割合が 最も 高い 区域 に係 る回 表の 規定 をち 該特定工 場の 敷地 の全部に 適用

し， 同表 に規 定す る［盂域 罧外 の区 域の 敷麑割合 が最 も高 いと きは 回表 の規 定を肖

該特 定工場の 敷ｔ のてき部 に適 Ｈ］ しな い。

（本 市に 粢接 する 地方 ぬヨ挑団 湊の 長と の協 議）

第６ 条　 市長 は， 特定工場 の敷 地が 本市 に隣接す る地 方ぬ 共回 体の ［‾瓦域 にわ たると

きは ドき該丿七方 公族団体 の長 と協 議し ，適 切な 措置 を講 ずる もの とす る。

２
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付　則

（施 行期 日）

この 条例 は， なぢの日 から 施行 する。

（ひ たち なか市東 日本大震 災復 興特 ９ｊ ［Ｘ 滅法第２ ８条第１ 項の 規定 にＳ づく 準則

を定める 条例の廃ＩＬ］

ひた ちな か市東日 本大震災復興 特５３１」ＩＸ滅法第 ２８ 条第 １項 の規 定に 基づ く準則

を定 める 条例 （平 成２ ５年 条例 第７ 号） は， 廃止 する。

（ほ ｊ加 八び環境 施数のｉｉ積 の算 定の 特例）

‖Ｓ 和４ ９年 ６Ｊｊ２ ８日 まで にａ 置さ れ， 又は 設置 のた めの 工事 が開 始さ れた製

造業等に係る 工場 又は 事業場（ Ｊヌ 下［ 既存 工場 等］ とい う。 ）が １Ｉ」表 のＩＸ滅 の範

囲内 に存する 場合 であ って ，肖 該既存工場等 にお いて 生ま施設 の亙積の 変ｊぎ（生

産施鼈の 亟積 の減 ゆヽ を除 く。 ）が 行われる とき は， 回表 の規 定に 適合 する 緑丿加八

び環 境施 数の 私積 の算 定は ，規 ｍで 定め る算 式に より 行う もの とす る。

３



ＳＩ」表 （第 ３条 関係）

［‾瓦域 区域の範囲
緑ｔ ｆｉ 積率 の基

準

環境施設 ・積率

の基準

第２

種ｑョ

【Ｘ域

準工業地域の うち ，土ｊｔ 区画整珊１法 （昭

和２ ９年法律第１ １９ 号） 第３ 条第 ４項

の規 定に 基づ き常 陸那 珂土 地区 画整 ＪＩ事

業が施行 された区域（ぷ下 「常 陸那　猟　土

ｔ区画整き事業施行【萢減」と いう 。）で

あっ て， 常陸那万有料道路ぶ万 のｊき減 （ｍ

道２ ４５ そ線 八百 の加 減を 除く 。）

１０ ０分 の１５

以上

１０ ０分 の２０

以上

第２

種乙

［Ｋ域

準工業ｔ城の うち ，次 に掲 げる 区域

（１ ）　 常陸那珂土地 ［旡画整現１ 事業施

行区域の うち ，常陸乖　猟　有料道

路び 東の 鳬城

（２ ）　 港湾法（昭和 ２５ 年法律第２

１８ 号） 第２ 条第 ４項 に規 定す

る臨 港地 区（ 以下 「臨 港地 区」

とい う。 ）の 区域

１０ ０分 の１０

以上

１０ ０分 の１５

以上

第３

種Ｆｐ

［‾瓦域

１　 工業専Ｈｊｊｔ域のう ち， 次に掲げ る区

域

（１ ）　 首都圏の近郊整備ｔ帯及び都

市愾 発［‾瓦域の 整備 に関 する 法律

（昭 和３ ３年 法律 第９ ８号 ）第

２条 第５ 項に 規定 する 工業 団鳬

造成事業 （な 下「工業団地造成

事業 」と いう 。） によ り造 成さ

れた勝目］第一工業回ｔの ［萢域

（２ ）　 工業団ｔ造成事業 によ り造成

された勝 目ＥＩ第 二工業回ｔの 区域

（３ ）　 大字市毛 ，大字堀 口， 大字東

五川 及び 大字 武目］地 肖１ の区域

（常 磐線 ｀叺西の ｔ域 にほ る。）

（４ ）　 大字衣Ｗ１‾ｋび大字勝倉 麑　Ｆ’ｉ　の

区域 （常 磐線 な東 のｔ 域にほ

る。　）

１０ ０分 の１５

以上

１０ ０分 の２０

以上

－４－



（５ ）　 沢メ キ， 道メ キ及 びナ メシｔ

Ｆｊｉの ［‾瓦域

２　 工業 ｔ域 のう ち， ５Ｆ日日ＥＩ Ｆこ 丁目 ｊき内

の区域

第３

種乙

【Ｘ域

ｆ

工業 専用 ｔ域 のう ち， 次に 掲げ る【Ｘ域

（１ ）　 工業団ｊセ造成事業に より 造成

され た常 陸聚嫣工 業団 ｔの Ｋ域

（２ ）　 臨港 ｊｔ Ｋの 区域

（３ ）　 常陸 那　ＪＥｉｉｌ　土地 区画 整を事業施

行区 域の うち ，常 陸那 珂有 料道

路八東の ｔ域

（４ ）　 缶第 ３条 第１ 項に 規定 する工

場立ｔ調を簿 に記載さ れた 工場

適ｔ のう ち， ＬＩ」畸 工業 団丿吏の区

域

１０ ０分 の１０

以上

１０ ０分 の１５

以上

備考　 この 表に おい て［ 準工 業丿自域 ］， ［工 業専 ＪＩ］」き域 」八 び「 工業 」き 域」 とは，

それぞれ都市計画法（ ｌｌ 和４ ３年法律第１ ００ 号） 第８ 条第 １項第１ 号に 規定

する 準工業地域， 工業専用 ｊき 域及び工業加１域 をい う。

－５－


